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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投入口から入金した紙幣または紙幣の束を一時保留部まで第１の経路を通って搬送する
第１搬送部と、
　前記一時保留部に保留した紙幣の束から１枚ずつ返却口まで第２の経路を通って搬送す
る第２搬送部と、
　前記一時保留部に保留した紙幣の束をその束ごと紙幣の収納先のカセット部に第３の経
路を通って搬送する第３搬送部と、
　脱着可能な投入・返却ユニットと、を有し、
　前記第１の経路および前記第２の経路では、前記第１搬送部および前記第２搬送部によ
り、紙幣は短手方向に、入金処理ユニットの幅方向および上下方向に搬送され、
　前記第３の経路では、紙幣の束は、長手方向に入金処理ユニットの奥行き方向の手前方
向または奥方向に前記第３搬送部により搬送された後、長手方向に下方向に搬送されて、
カセット部の奥行き方向の手前側または奥側に紙幣の長手方向を上下方向として搬送され
、
　前記投入・返却ユニットは、
　　前記投入・返却ユニットの正面に設けられ、紙幣の短手方向の長さに対応した高さを
有する投入開口部と、
　　前記投入・返却ユニットの正面に設けられ、紙幣の短手方向の長さに対応した高さを
有する返却開口部と、
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　　前記投入開口部から投入された紙幣または紙幣の束を奥行き方向の奥方向に繰り出し
て、前記投入・返却ユニットの底部まで通じた第１の空洞部である投入口エリアまで繰り
出す第１の繰り出し機構と、
　　前記返却口の上方に繰り出されて、前記投入・返却ユニットの底部まで通じた第２の
空洞部である返却エリア内にある紙幣または紙幣の束を、奥行き方向の手前方向に繰り出
して、その紙幣または紙幣の束を前記返却開口部から返却する第２の繰り出し機構と、を
有し、
　前記第１の繰り出し機構は、対となる搬送ローラで前記紙幣または紙幣の束を挟んで前
記奥行き方向の奥方向の前記投入口エリアまで繰り出し、前記紙幣または紙幣の束をその
対となる搬送ローラから外すことによって、前記投入口内に自然落下させる
ることを特徴とする紙幣入金処理ユニット。
【請求項２】
　前記カセット部の押し込み機構により、入金処理ユニットの奥行き方向の奥側または手
前側に、前記紙幣の束が押し込まれることを特徴とする請求項１記載の紙幣入金処理ユニ
ット。
【請求項３】
　前記第３搬送部は、
　入金確認の指示があったときに、待避位置から、前記一時保留部に保留されている紙幣
の束を押し付ける位置まで移動して、下側搬送機構とともに、前記紙幣の束を挟む上側搬
送機構をさらに有し、
　それら搬送機構により、紙幣の束は、長手方向に入金処理ユニットの奥行き方向の手前
方向または奥方向に搬送されることを特徴とする請求項１記載の紙幣入金処理ユニット。
【請求項４】
　前記投入口および前記返却口は、前記紙幣入金処理ユニットの上面の幅方向の一方およ
び他方の側に、紙幣の長手方向の長さに対応した奥行きを前記上面の奥行き方向に有する
開口部をそれぞれ有し、
　返却された紙幣または紙幣の束が前記紙幣入金処理ユニットの返却口において、前記上
面を越えて十分に高い位置まで繰り出されるように前記返却口の深さを前記投入口より浅
くし、
　前記返却口は立てかけ板と押さえ板とを有し、前記返却された紙幣または紙幣の束は前
記立てかけ板と前記押さえ板に挟まれ、前記紙幣入金処理ユニットの上面からその短手方
向のかなりの部分が露出することを特徴とする請求項１記載の紙幣入金処理ユニット。
【請求項５】
　前記投入・返却ユニットは、前記返却エリア内に紙幣が残留していることが確認された
ときに、待避位置から、前記一時保留部に残留している紙幣または紙幣の束を押し付ける
位置まで移動して、幅方向の他方の側の搬送機構とともに、前記紙幣または紙幣の束を挟
む幅方向の一方の側の搬送機構をさらに有し、
　それら搬送機構により、前記紙幣または紙幣の束は、長手方向に投入・返却ユニットの
奥行き方向の手前方向に搬送されて返却が行われることを特徴とする請求項１記載の紙幣
入金処理ユニット。
【請求項６】
　前記投入・返却ユニットの前記対となる搬送ローラのうちの一方の搬送ローラは、前記
紙幣または紙幣の束の短手方向の中央部をへこませる部材を該一方の搬送ローラと同軸上
にさらに有することを特徴とする請求項１記載の紙幣入金処理ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＡＴＭ（自動取引装置）や入金専用機にユニットとして脱着される紙幣入金
処理ユニットと、その入金処理ユニットにオプションとして脱着可能な投入・返却ユニッ
トに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＡＴＭや入金専用機などをコンビニエンスストア等の場所に設置する場合、その装置の
幅方向の寸法に対する要求が特に厳しい。そして、この装置にユニットとして脱着される
紙幣入金処理ユニットについても、同様に幅方向の寸法に対する要求が厳しくなる。
【０００３】
　また、この場合でも、ニーズに応じて紙幣の入金方向を切り換えることができるのが望
ましい。
　周辺技術として、例えば、特許文献１では、紙幣の搬送方向を装置の幅方向とすること
で奥行き方向の寸法を小さくすることを可能とした自動取引装置が示されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、紙幣入出金装置内での紙幣の搬送方向を切り換えるための回転
機構が示されている。
【特許文献１】特開昭６３－２３１５８９号公報
【特許文献２】特開２００１－７６２０６号公報
【発明の開示】
【０００５】
　本発明は、幅方向の寸法を抑えることを可能とした紙幣入金処理ユニットを提供するこ
とを目的とする。
　提案する紙幣入金処理ユニットは、投入口から入金した紙幣または紙幣の束を一時保留
部まで第１の経路を通って搬送する第１搬送部と、その一時保留部に保留した紙幣の束か
ら１枚ずつ返却口まで第２の経路を通って搬送する第２搬送部と、その一時保留部に保留
した紙幣の束をその束ごと紙幣の収納先のカセット部に第３の経路を通って搬送する第３
搬送部と、を有する。
【０００６】
　上記第１の経路および上記第２の経路では、上記第１搬送部および上記第２搬送部によ
り、紙幣は短手方向に、入金処理ユニットの幅方向および上下方向に搬送され、上記第３
の経路では、紙幣の束は、長手方向に入金処理ユニットの奥行き方向の手前方向または奥
方向に上記第３搬送部により搬送された後、長手方向に下方向に搬送されて、カセット部
の奥行き方向の手前側に紙幣の長手方向を上下方向として搬送される。
【０００７】
　提案する紙幣入金処理ユニットによれば、一時保留部から返却口に紙幣を搬送するとき
は、紙幣を短手方向に搬送するのに対し、一時保留部からカセット部に紙幣を搬送すると
きは、紙幣を長手方向に搬送している。このため、一時保留部からカセット部への搬送経
路（第３の経路）は、幅方向範囲を紙幣の短手方向の長さに対応した固定範囲として、奥
行き方向、下方向に移動する経路となり、一時保留部から返却口への搬送経路（第２の経
路）は、奥行き方向範囲を紙幣の長手方向の長さに対応した固定範囲として、幅方向、上
下方向（基本的には上方向）に移動する経路となる。よって、第２の経路と第３の経路と
は、立体的に交差したものとなり、比較的余裕があるユニットの奥行き方向の寸法は延び
ても、要求が厳しい幅方向の寸法は抑えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る、投入・返却ユニットが取り付けられた状態での入金
処理ユニットの概要構成を示す正面図である。
【図２Ａ】投入・返却ユニットが取り付けられていない状態で入金処理ユニットに紙幣を
投入する方法を示す図である。
【図２Ｂ】投入・返却ユニットが取り付けられた状態で入金処理ユニットに紙幣を投入す
る方法を示す図である。
【図３】図１の入金処理ユニットの詳細な正面図を、その側面図とともに示した図である
。
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【図４】エスクロー部を含む斜視図である。
【図５Ａ】図３の側面図の矢印Ｃ方向からカセット部を見た断面図（その１）である。
【図５Ｂ】図３の側面図の矢印Ｃ方向からカセット部を見た断面図（その２）である。
【図６】本実施形態と比較するための、従来の入金処理ユニットのエスクロー部付近の断
面図である。
【図７】投入・返却ユニットの上面図である。
【図８】投入・返却ユニットの概観斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態について詳細を説明する。
　本発明は、ＡＴＭ（自動取引装置）や入金専用機にユニットとして脱着される紙幣入金
処理ユニット（以下、「入金処理ユニット」という）と、その入金処理ユニットにオプシ
ョンとして脱着可能な投入・返却ユニットに関する。
【００１０】
　図１は、投入・返却ユニットが取り付けられた状態での入金処理ユニットの概要構成を
示す正面図である。
　図１において、入金処理ユニット１は、紙幣の投入口が設けられた投入部２と、紙幣の
返却口が設けられた返却部３と、投入された紙幣について１枚ずつ真偽を鑑別する紙幣鑑
別部４と、投入された紙幣のうちの真の紙幣を一時保留する一時保留部（「エスクロー部
」ともいう）５と、搬送部６と、一時保留部５からの紙幣を収納するカセット部７と、か
ら構成される。
【００１１】
　なお、搬送部６は、紙幣鑑別部４と一時保留部５との間、紙幣鑑別部４と返却部３との
間、および一時保留部５と返却部３との間で紙幣の搬送を行なう。また、一時保留部５と
カセット部７との間には図１では不図示の搬送機構がある。
【００１２】
　投入・返却ユニット１１は、例えばこの入金処理ユニットが設置されたＡＴＭにおいて
、紙幣の入金方向を変更したい場合に使用するものである。投入・返却ユニット１１は、
左側に（１枚あるいは複数枚の）紙幣の投入口１２と、右側に紙幣の返却口１３とを有す
る。投入・返却ユニット１１が取り付けられていない状態では、図２Ａに示すように、入
金処理ユニット１の上面には、投入・返却ユニット１１の投入口１２に対応する位置に紙
幣の投入口１５が設けられており、投入・返却ユニット１１の返却口１３に対応する位置
に紙幣の返却口１６が設けられている。
【００１３】
　なお、図１は、図２Ａの矢印Ａ方向あるいは図２Ｂの矢印Ｂ方向から見た正面図である
。
　投入・返却ユニットが取り付けられた状態で入金処理ユニットに紙幣を投入するには、
図２Ｂに示すように、紙幣面に垂直な方向が例えばそのＡＴＭの幅方向に一致するように
して、（１枚あるいは複数枚の）紙幣の長手方向がそのＡＴＭの奥行き方向の奥の方に向
かうようにして、投入口１２からその紙幣を投入する。
【００１４】
　これに対し、投入・返却ユニットが取り付けられていない状態で入金処理ユニットに紙
幣を投入するには、図２Ａに示すように、紙幣面に垂直な方向が例えばそのＡＴＭの幅方
向に一致するようにして、（１枚あるいは複数枚の）紙幣の短手方向がそのＡＴＭの上下
方向の下の方に向かうようにして、投入口１５からその紙幣を投入する。
【００１５】
　図３は、図１の入金処理ユニットの詳細な正面図を、その側面図とともに示した図であ
る。なお、図３において、寸法Ｙは入金処理ユニットの奥行き方向の寸法を示しており、
寸法Ｘは入金処理ユニットの幅方向の寸法を示している。
【００１６】
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　図３において、入金処理ユニット２０の、投入口エリア（「投入口」ともいう、図中、
斜線にて示される）２１に、ユーザは入金処理に伴い（１枚あるいは複数枚の）紙幣を投
入（入金）する。
【００１７】
　例えば紙幣の束１９は、投入時に投入口２１の立てかけ板１８に立てかけられる。紙幣
の束１９が投入されたことは投入口紙幣検知センサ（透過センサ）２２により検知される
。そして、投入された紙幣の束１９は、複数の搬送ローラおよび複数のベルトにより構成
される繰り出し機構２３により経路５１上に１枚ずつ繰り出される。
【００１８】
　このとき、繰り出しタイミングセンサ２４により、投入口２１から紙幣が１枚繰り出さ
れたことが検知され、紙幣鑑別部２６に通知される。繰り出された紙幣はさらに、繰り出
し機構２３により紙幣鑑別部２６の入口２７を通して、紙幣鑑別部２６内に搬送される。
【００１９】
　なお、繰り出しモータ２５は、繰り出し機構２３や後述の繰り出し機構４１を駆動する
ためのモータである。
　紙幣鑑別部２６では、紙幣の真偽の鑑別がイメージセンサ（不図示）でその紙幣の画像
データを取得するなどして行なわれる。紙幣鑑別部２６での紙幣鑑別処理が終了すると、
（その１枚の）紙幣は紙幣鑑別部２６の出口２９から経路５２上に繰り出され、複数の搬
送ローラおよび複数のベルトにより構成される繰り出し機構３１により、その経路５２上
を搬送される。
【００２０】
　ゲートタイミングセンサ３３の位置に紙幣が達すると、そのゲートタイミングセンサ３
３により紙幣が経路５２上を搬送されてきたことが検知され、そのタイミングで、紙幣鑑
別部２６でのその紙幣に対する鑑別結果に基づいて切り換えゲート３６が不図示の中心の
回りを回動する。
【００２１】
　図３に示す位置は、鑑別結果が偽の場合の切り換えゲート３６の位置に対応している。
この場合、経路５２上を搬送されてきた紙幣は経路５３上を進むように切り換えゲート３
６により方向が変更され、複数の搬送ローラおよび複数のベルトにより構成される搬送機
構３７により、その経路５３上を搬送され、続いて、搬送機構３８により、経路５４上を
搬送され、繰り出し機構４１により、経路５５上を搬送される。
【００２２】
　なお、経路５５上を搬送時にリジェクト搬送検知センサ４３の位置に達したときに、リ
ジェクト搬送検知センサ４３により、その紙幣がリジェクト搬送されていることが検知さ
れる。そして、紙幣は繰り出し機構４１により経路５５から返却される紙幣の行先である
返却口エリア（「返却口」ともいう、図中、斜線にて示される）４５に繰り出される。
【００２３】
　繰り出された紙幣４８は、返却口４５の立てかけ板４６と押さえ板４４に挟まれる。な
お、実際には、図３に示すより、返却口４５の深さは投入口２１より浅い。このため、立
てかけ板４６と押さえ板４４とで挟まれた（１枚あるいは複数枚の）紙幣は、入金処理ユ
ニット２０の上面からその短手方向のかなりの部分がはみだすことになる。
【００２４】
　なお、この際、返却口紙幣検知センサ（透過センサ）４７により、返却口４５内に紙幣
があることが検知される。
　一方、紙幣鑑別部２６により、その紙幣が真であると鑑別された場合、切り換えゲート
３６は、図３に示された位置に対して時計回りに不図示の中心の回りを若干回動した位置
に移動する。例えばこの位置では切り換えゲート３６の一部が搬送ローラ３５に正面図上
は重なるように見える。
【００２５】
　この場合、経路５２上を搬送されてきた紙幣は、繰り出し機構４９により、経路５６上
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を搬送されて、一時保留部（エスクロー部）５０に繰り出され、はね車６１により、エス
クロー部５０の、上下方向に移動可能なステージ６２が設けられた下端側に押し付けられ
る。なお、図３中、上下方向の上方向が「上方向」として矢印で示されている。また、エ
スクロー部５０とは、上下方向に移動可能なステージ６２により下端が定められた紙幣の
束を収容可能な空洞部である。
【００２６】
　入金処理においては、例えば、入金した金額が画面（不図示）に表示されて、それに対
しユーザにより「ＯＫボタン」が選択された場合、エスクロー部５０からカセット部７０
へと紙幣が移動するが、入金した金額と画面表示が異なる場合、ユーザによりＮＧボタン
が選択されて、エスクロー部５０から返却口４５に入金した紙幣が移動して返却される。
【００２７】
　始めに、エスクロー部５０から返却口４５に紙幣を返却する場合を説明する。
　この場合、エスクロー部５０のステージ動作モータ６６により、ステージ６２が上方向
に移動して、エスクロー部５０内の１枚または複数枚の紙幣をエスクロー部５０の上端に
押し付ける。そして、繰り出し機構６８（これは、繰り出しモータ６７により駆動される
）により、紙幣がエスクロー部５０より１枚ずつ経路５７上に繰り出され、続いて、上述
したように、搬送機構３８により、その紙幣は経路５４上を搬送される。そして、経路５
５を介して返却口４５に紙幣は達する。
【００２８】
　続いて、エスクロー部５０から紙幣をカセット部７０に搬送する場合を説明する。これ
は例えば、上述の入金処理において、ユーザによりＯＫボタンが選択された場合に対応す
る。
【００２９】
　この場合、図３の正面図において、紙幣の束がエスクロー部５０内に短手方向が見える
ように堆積していることになる。図３の正面図に垂直な方向の上方向、すなわち、例えば
ＡＴＭの奥行き方向の手前方向に、この紙幣の束ごと、まず繰り出され、そこから、上下
方向の下方向に向きを変えて、すなわち、紙幣の束が長手方向にカセット部７０へ飛び込
むような軌跡を描いて搬送される。
【００３０】
　そして、紙幣の長手方向をＡＴＭの上下方向に合わせるようにして、カセット部７０の
ＡＴＭの奥行き方向の手前側にその紙幣が束として達して、その位置からカセット部７０
が持つ押し込み機構により、その紙幣の束がＡＴＭの奥行き方向の奥側に押し込まれる。
【００３１】
　すなわち、エスクロー部５０をともに出発点として、経路５７、５４、５５により形成
される返却口４５までの搬送経路と、経路９１、９２により形成されるカセット部７０ま
での搬送経路とは同一平面上にはなく、立体的に交差する。
【００３２】
　エスクロー部５０からカセット部７０までの紙幣の束の搬送プロセスについて、図３の
側面図、図４、図５Ａおよび図５Ｂを参照してさらに説明する。
　入金処理において、ユーザによりＯＫボタンが選択されると、図３の側面図の束搬送部
８２内において、待避位置Ａにそれぞれあった、上側搬送ローラ７２、７４および上側搬
送ベルト７３、７５がエスクロー部５０の紙幣の束を挟む位置Ｂに移動する。これにより
、紙幣の束はエスクロー部５０の下端の面に設けられた下側搬送ローラ７８－１、７８－
２、７８－３と下側搬送ベルト７９による搬送機構８０と、上側搬送ローラ７２、７４お
よび上側搬送ベルト７３、７５を含む搬送機構８１に挟まれる。そして、搬送モータ８３
により、これらの搬送機構８０、８１が駆動されて、紙幣の束は経路９１、９２を通って
搬送され、さらに、カセット部７０の入口に位置する搬送ローラ８４－１、８４－２を通
り、カセット部７０内に繰り出される。
【００３３】
　なお、図４に示すように、リンク（上側搬送ローラ押し付け）７６を紙幣の束搬送の方
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向と同じ方向に移動させることで、図３の側面図のＢ位置に上側搬送ベルト７３、７５を
移動させることができる。図３の側面図のＢ位置からＡ位置への復旧は、図４のリンク７
６を、リンク復旧用スプリング７７の作用により、紙幣の束搬送の方向と反対の方向に移
動させることにより行われる。なお、図４では、ＡＴＭの上方向が「上方向」として矢印
で示されている。
【００３４】
　図５Ａおよび図５Ｂは、図３の側面図の矢印Ｃ方向からカセット部を見た断面図である
。
　図５Ａおよび図５Ｂにおいて、寸法Ｙは入金処理ユニットの奥行き方向の寸法を示して
おり、寸法Ｘは入金処理ユニットの幅方向の寸法を示している。また、図５Ａおよび図５
Ｂの上方向がＡＴＭの手前側に相当する。
【００３５】
　束搬送部８２により、カセット部７０の奥行き方向の手前側の端に搬送された紙幣の束
１０１は、その手前側の端に搬送された当初の状態では、一定以上の圧力をＡＴＭの奥行
き方向の奥側（図５Ａの矢印Ｃ方向）に加えると図５Ａの矢印Ｄ方向に回動する扉１０６
と、紙幣押し込み機構１０３が有する押さえ板１０４とに挟まれている。
【００３６】
　この状態から、紙幣押し込み機構１０３の押さえ板１０４がＡＴＭの奥行き方向の奥方
向（図５Ａの矢印Ｃ方向）に動いて、圧力を紙幣の束１０１に加えると、その圧力の作用
により、紙幣の束１０１は、Ａ位置から短手方向の中央部がへこみながらＡＴＭの奥行き
方向の奥方向に移動してＢ位置に達する。これに伴い、扉１０６もＡＴＭの奥行き方向の
奥側（図５Ａの矢印Ｄ方向）に回動する。
【００３７】
　紙幣の束１０１がＢ位置からさらに奥方向に移動すると、紙幣の束１０１の短手方向の
端部が扉１０６の各端部と接触しなくなる。このとき、扉１０６は、不図示のバネの作用
により元の位置に戻るとともに、図５Ｂに示すように、ステージ１０８がＡＴＭの奥行き
方向の手前方向に移動して、紙幣の束１０１は、図５Ａの矢印Ｄ方向とは反対側には回動
しない扉１０６と、ステージ１０８に挟まれた状態になり、カセット部７０への紙幣の束
１０１の収納が完了する。
【００３８】
　図６は、本実施形態と比較するための、従来の入金処理ユニットのエスクロー部付近の
断面図である。
　図６において、経路１１２、エスクロー部１１４の入口側に設けられた駆動ローラ１１
５－１、１１５－２を通って、紙幣が１枚ずつエスクロー部１１４内に搬送されて、その
結果、紙幣の束１１６がエスクロー部１１４内に堆積する。紙幣の束１１６は、圧力板１
１８により、エスクロー部１１４の下端側に押し付けられている。
【００３９】
　エスクロー部１１４の出口１２０は、カセット部（不図示）に向かう場合と返却口（不
図示）に向かう場合とで共用されている。このため、搬送機構１２２によりカセット部に
向かう経路１２３と、搬送機構１２４により返却口に向かう経路１２５の他に、経路１２
３と経路１２５のいずれを選択するかを不図示の中心の回りに回動することにより決める
切り換えゲート１２６を設ける必要がある。
【００４０】
　そして、切り換えゲート１２６等を設ける分、幅方向の寸法が大きくなってしまい、コ
ンビニエンスストア等の幅方向の寸法に対する要求が厳しい場所への設置が困難になる、
という問題がある。
【００４１】
　これに対し、本実施形態の入金処理ユニットによれば、エスクロー部５０から返却口４
５に紙幣を搬送するときは、紙幣を短手方向に搬送するのに対し、エスクロー部５０から
カセット部７０に紙幣を搬送するときは、紙幣を長手方向に搬送している。このため、エ
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スクロー部５０からカセット部７０への搬送経路は、幅方向範囲を紙幣の短手方向の長さ
に対応した固定範囲として、奥行き方向、下方向に移動する経路となり、エスクロー部５
０から返却口４５への搬送経路は、奥行き方向範囲を紙幣の長手方向の長さに対応した固
定範囲として、幅方向、上下方向（基本的には上方向）に移動する経路となる。よって、
エスクロー部５０からカセット部７０への搬送経路と、エスクロー部５０から返却口４５
への搬送経路とは、立体的に交差したものとなり、比較的余裕がある奥行き方向の寸法は
延びても、要求が厳しい幅方向の寸法は抑えることが可能となる。
【００４２】
　続いて、入金処理ユニット２０の上面にオプションとして取り付ける投入・返却ユニッ
トについて、図７および図８を参照して説明する。
　図７は、投入・返却ユニットの上面図である。また、図８は、投入・返却ユニットの概
観斜視図である。
【００４３】
　図７および図８に示されるように、投入・返却ユニット１３０の投入口１３２は、投入
・返却ユニット１３０の正面の幅方向の左側に設けられた、紙幣の短手方向の長さに対応
した高さを有する開口部である。また、返却口１３４は、投入・返却ユニット１３０の正
面の幅方向の右側に設けられた、紙幣の短手方向の長さに対応した高さを有する開口部で
ある。
【００４４】
　投入口１３２から、長手方向に、投入・返却ユニット１３０の奥行き方向に投入された
紙幣または紙幣の束は、対となる搬送ローラ１３６－１、１３６－２により構成される繰
り出し機構１３８により、投入・返却ユニット１３０の奥行き方向の奥方向に繰り出され
、図７中、斜線にて示される投入口エリア１４１に達する。投入口エリア１４１は空洞で
あり、投入・返却ユニット１３０の、投入口エリア１４１に対応する底部には開口部が設
けられていて、入金処理ユニット２０の投入口エリア２１まで空洞部分が続いて形成され
る。そして、この繰り出し機構１３８により繰り出された紙幣または紙幣の束は、対とな
る搬送ローラ１３６－１、１３６－２から外れたときに、重力の作用により、その紙幣入
金処理ユニット２０の投入口エリア２１内に自然落下する。
【００４５】
　なお、本実施形態では、図７に示すように、対となる搬送ローラ１３６－１、１３６－
２のうちの一方の搬送ローラ（図７では搬送ローラ１３６－２）に、前記紙幣または紙幣
の束の短手方向の中央部をへこませる部材１３７－１、１３７－２をその搬送ローラ１３
６－２と同軸上にさらに設けている。
【００４６】
　実験した結果、このように紙幣の束に癖をつけることで、紙幣の束の先端でのバラけを
防止できることが判明した。
　続いて、投入・返却ユニット１３０を通して、紙幣または紙幣の束を返却する場合を説
明する。
【００４７】
　この場合も、図７中、斜線にて示される返却口エリア１４３は空洞であり、投入・返却
ユニット１３０の、返却口エリア１４３に対応する底部には開口部が設けられていて、入
金処理ユニット２０の返却口エリア４５まで空洞部分が続いて形成される。
【００４８】
　よって、図３の正面図の説明において述べたように、立てかけ板４６と押さえ板４４と
で挟まれて紙幣入金処理ユニット２０の返却口４５の上方に短手方向の大半が繰り出され
た紙幣または紙幣の束は、同時に、この投入・返却ユニット１３０の返却エリア１４３内
にあることになる。
【００４９】
　投入・返却ユニット１３０内の返却口紙幣検知センサ（不図示）により、投入・返却ユ
ニット１３０の返却エリア１４３に例えば紙幣の束があることが検知されると、繰り出し
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機構１５０内において、待避位置Ａにあった左側搬送ローラ１４５および左側搬送ベルト
１４７が返却エリア１４３の紙幣の束を挟む位置Ｂに移動する。これにより、紙幣の束は
返却エリア１４３の右端の面に設けられた右側搬送ローラ１４６と右側搬送ベルト１４８
を含む搬送機構と、左側搬送ローラ１４５および左側搬送ベルト１４７を含む搬送機構に
挟まれる。そして、搬送モータ１５２により、これら搬送機構が駆動されて、紙幣の束は
対となる搬送ローラ１４９－１、１４９－２を介して返却口１３４に向かって搬送されて
紙幣の束が返却される。
【００５０】
　このように、投入・返却ユニット１３０を取り付けることにより、ニーズに応じて紙幣
の入金方向を切り換えることが可能となる。例えば、セルフチェックアウトシステムでの
紙幣の入金方向は、投入・返却ユニット１３０を取り付けた場合のものが主流である。
【００５１】
　なお、以上の説明では、図３等において、紙幣の束をＡＴＭの奥行き方向の手前方向に
エスクロー部から繰り出した後、下方向に繰り出して、カセット部の奥行き方向の手前側
まで繰り出していたが、紙幣の束をＡＴＭの奥行き方向の奥方向にエスクロー部から繰り
出した後、下方向に繰り出して、カセット部の奥行き方向の奥側まで繰り出してもよい。
この場合、カセット部の押し込み機構は、ＡＴＭの奥行き方向の手前側に、紙幣の束を押
し込む。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】



(10) JP 5119335 B2 2013.1.16

【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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